
ブロック及び組合の規約の基準関する規程 

（目的） 

第１条 本会の組合・ブロック設置規則第８条（規約）によるブロック及び組合の規約の

基準等を定める。 

 

（基準） 

第２条 ブロック及び組合は、定款又はこれに準ずる規約（以下、定款等という。）を定め

るものとし、その定款等には、次の事項を定めなければならない。 

１ 名称 

２ 目的及び事業 

３ 所在地 

４ 地区 

５ 公告の方法 

６ 組合員の資格及び加入脱退並びに除名 

７ 組合員名簿の備付け 

８ 出資及び会費に関する事項 

９ 経費の賦課に関する事項 

１０ 理事及び監事に関する事項 

１１ ブロック長又は組合長は、会計理事と兼務してはならない旨 

   ただし、福井県の認可を受け登記されている組合は適用しない。 

１２ 議事録に関する事項 

１３ 事業年度に関する事項 

１４ 会計に関する事項 

１５ その他必要な事項 

 

（届出） 

第３条 ブロック及び組合は、定款等を本会に届けなければならない。 

  ２ ブロック及び組合が定款等を変更したときも同様とする。 

 

（改正） 

第４条 この規程は、理事会において改正するものとする。 

 

（施行期日） 

第５条 この規程は、平成２５年４月２４日より施行する。 

 


